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新型コロナウイルス感染症拡大防止における注意喚起について（通知） 

 このことについて、令和４年３月３０日付け３教健第８６５号で通知したところですが、学年末

始休業期間において、県立高等学校の部活動等で感染が拡大した事例が下記１のとおり見られま

した。また、感染力の強いＢＡ.２系統への置き換わりが進んでいるところです。 

これらのことから、地域や学校における感染状況に応じて、下記２のとおり感染拡大防止対策を

引き続き徹底するとともに、教育活動の充実に努めるようお願いします。 

記 

１ 感染が拡大したと思われる事例 

（１）部活動等における例 

  ア 十分な距離をとらずマスクを外しての練習（屋内競技や吹奏楽） 

  イ 換気が不十分な室内での活動 

ウ 昼食時等のマスクを外した状態での会話や接触 

  エ 部活動前後の「密」な状態での部室利用や部室内での飲食 

（２）学校外における例 

  ア 登下校時や部活動後における複数名での飲食やマスクを外した会話 

  イ 友人との娯楽施設（カラオケ等）での遊興や外食   

 

２ 感染拡大防止対策の徹底 

（１）生徒、教職員で陽性者が判明し、学校内で感染が拡大する恐れがある場合は、学校の判断に

より、感染リスクの高い学習活動や部活動を停止すること。 

（２）体育や運動部活動・吹奏楽等（特に屋内での活動）においては、マスクを外しての活動を行

うことになるが、密にならないように距離を十分にとること、接触しないこと、会話をしない

こと、換気を十分に行うこと、消毒の徹底など感染リスクを低減すること。 

（３）感染が拡大している地域における検討事項 

ア 機動的な学級・学年閉鎖、分散登校、オンライン授業等の実施 

イ 少人数に分割した授業、行事の開催方式の工夫 

ウ 部活動や校外活動等における活動方法・時間の見直し 

（４）感染症対策の点検実施 

   次の各項目について、日常的に点検を実施するとともに、対策を徹底すること。 

ア 日々の健康観察の徹底 

・ 発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合

には、児童生徒・教職員ともに自宅での休養を徹底すること。レベル２においては、同

居の家族に未診断の発熱等の症状が見られる場合も登校・出勤を控えるようにすること。 

・ 児童生徒の検温結果及び健康状態を把握すること。また、児童生徒本人のみならず、同

居の家族にも毎日健康状態を確認するよう呼びかけること。 



・ 登校時や登校後に児童生徒に風邪症状が見られた場合には、当該児童生徒を安全に帰

宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導すること。 

・ 健康的な生活(十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事)により抵抗力を高め

るよう指導すること。 

イ 換気、手洗い、消毒の徹底 

・ 密閉を回避するため、気候上可能な限り、常時換気に努めること。 

・ こまめな手洗い及び手指の消毒を徹底すること。また、特に多くの児童生徒が手を触れ

る箇所は定期的に消毒すること。 

ウ マスク着用の徹底 

・ 飛沫感染を防ぐため、児童生徒及び教職員は、運動時を除き原則としてマスク（不織布

マスクを推奨）を着用すること。特に会話時には必ずマスクを着用するよう指導を徹底す

ること。また、正しい方法での着用を指導すること。 

エ 食事時の感染対策の徹底 

・ 給食等の食事をとる場面での感染症対策については、食事の前後の手洗いの徹底、席の

配置の工夫、会話を控える、食事後の歓談時におけるマスクの着用などの対応をとるこ

と。また、飲食の場面では感染リスクが高まるとされていることから、十分な換気を行う

こと。その際、食事前に室内の空気と外気の入れ替えが行われていることが望ましいこ

と。 

オ 部活動前後の感染対策の徹底 

・ 部活動前後での集団での飲食や部室等の共有エリアの一斉利用を控えるなど、部活動に

付随する場面での対策を徹底すること。 

カ 組織的な取組の徹底 

・ 以上の対策を真に徹底するため、一部の教員や顧問等にのみ委ねるのではなく、校長を

はじめ学校全体で組織的に取り組むこと。 

・ 必要に応じ、学校医、保健所等の指導・助言・協力を得ながら対策を徹底すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 高校教育課   主幹 亀田 電話 024-521-7769） 

（     特別支援教育課 主幹 齋藤 電話 024-521-7779） 

（     健康教育課   主幹 鈴木 電話 024-521-7777） 
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